
尼崎市経済環境局環境部 

産業廃棄物対策担当 宛 御中 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート 

下記1の書類について、別添のとおり提出します。 

記 

I 提出書類 

く該当を選択＞ 

■産業廃棄物処理計画書（PDF ・書類 部） 

ロ産業廃棄物処理計画実施状況報告書（PDF ・書類 部） 

■特別管理産業廃棄物処理計画書（P11W 書類 1部） 

■特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（早井＃・ 書類 1部） 

2 提出者 

（住所） 〒661 一8661 

兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号 

（名称・代表者氏名） 

三菱電機株式会社 電子通信システム製作所 

所長 増田 直人 

3 対象事業場 

（所在地）〒661一8661 

兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号 

（名称） 

三菱電機株式会社 電子通信システム製作所 

（事業場コード伯桁）) 930036 

4 事業場データ 

（業種コード（4 桁）) 

3013 

（業種名） 

無線通信機械器具製造業 

（フレーム：製造業は製品出荷額、その他は従業員数） 

136 691 百万円一＝＝夫 , 

5 =担当者 

（所属） 

生産管理部 施設環境課 

（氏名） 

齋藤 貢一 

（電話） (FAX) 

06 - 6495 一5245 06一6495 一5377 

(E-mail) 

Saito.Koichi@dw.MitsubishiElectric.co.jp 

（その他事業所） 

本用紙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項で定める公表対象の様式では 

ありませんので、同法により公表することはありません。 

ただし、別添の様式はすべて公表されますので、別添の様式中に個人情報等を記載しないようご注意ください。 



様式第二号の十三（第八条の十七の二関係） 

1面） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12
の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

尼崎市長 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

殿 

令和5 年 6月 29 日 

提出者 

,一-,-- 9661-8661 
1土げ「 尼崎市塚口本町八丁目1番1号 

中々 三菱電機株式会社 電子通信システム製作所 

J-'. -n 所長 増田 直人 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 06一6495 -5245 

条の2第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物 

尼産廃 

第 号 

-5.6.2ず 
熱収・受、心糾 

14欧Jムュ惑ぎ’ 
一失哲刈ノ、 

事 業 場 の 名 称 三菱電機株式会社 電子通信システム製作所 

事 業 場 の 所 在 地 兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1号 

計 画 期 間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31 日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事業の種類 3013 無線通信機械器具製造業 

②事業の規模 製品出荷額 136 , 691 百万円（令和4年度実績） 

③従業員数 1, 871 人（令和4年3月時点） 

④特別管理産業廃棄物 
の一連の処理の工程 

別紙の通り 

（日本産業規格 A列4番） 



（第2面） 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

（管理体制図） 

別紙の通り 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

別紙の通り 

①現状 

排出量 
~ 

（これまでに実施した取組） 

使用量の見直し、生産工程の見直しにより、排出量を抑制した。 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 

排出量 
別紙の通り 

~
（今後実施する予定の取組） 

従来の取組みを継続し、管理を徹底することにより、排出量抑制を図 
る。 

ト 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

発生した特別管理産業廃棄物の種類毎にそれぞれ別の場所に屋内保管 
している。 

①現状 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

従来の取組みを継続し、保管容器の更新を行い、保管管理を徹底す 
る。 

②計画 



（第3面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

①現状 

自ら再生利用を行った 
特別管理産業廃棄物の量 

別紙の通り 

I 

（これまでに実施した取組） 

特になし。 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 

自ら再生利用を行う 
特別管理産業廃棄物の量 

~

別紙の通り 

（今後実施する予定の取組） 

特になし。 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

自ら熱回収を行った 
特別管理産業廃棄物の量 

自ら中間処理により減量した 

特別管理産業廃棄物の量 

（これまでに実施した取組） 

特になし。 

別紙の通り 

1

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 
~ 

自ら熱回収を行う 
特別管理産業廃棄物の量 

自ら中間処理により減量する 
特別管理産業廃棄物の量 

（今後実施する予定の取組） 

特になし。 

別紙の通り 

I



（第4面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

①現状 

特別管理産業廃棄物の種類 

自ら埋立処分を行った 
特別管理産業廃棄物の量 

別紙の通り b 
（これまでに実施した取組） 

特になし。 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 

自ら埋立処分を行う 
特別管理産業廃棄物の量 

別紙の通り 

（今後実施する予定の取組） 

特になし。 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

全処理委託量 

別紙の通り 

t 

優良認定処理業者への 
処理委託量 

再生利用業者への 
処理委託量 

認定熱回収業者への 
処理委託量 

認定熱回収業者以外の 
熱回収を行う業者への 
処理委託量 

t t 

t t 

t t 

t t 

（これまでに実施した取組） 

優良認定処理業者への委託を継続した。 



（第5面） 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 

別紙の通り 
全処理委託量 t 

優良認定処理業者への 
処理委託量 t t 

再生利用業者への 
処理委託量 ー

 

‘ー 

認定熱回収業者への 
処理委託量 t

 

t 

認定熱回収業者以外の 

熱回収を行う業者への 
処理委託量 

t t 

（今後実施する予定の取組） 

引き続き従来の取り組みを継続するとともに、再生利用の検討を行 
い、リサイクルを推進する。 

電子情報処理組織の使 
用に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 
排 出 量 

（ポリ塩化ヒ。フエニル廃棄物を除く。） 
70.67 t 

（今後実施する予定の取組等） 

電子マニフエスト導入済み。 

※事務処理欄 



（第6面） 

備考 
1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。 

2 当該年度の6月30日までに提出すること。 

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ 
と。 
(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
(2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元 

請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に 
応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

(3) ④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が 
終了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記 
入すること。 

4 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の 
種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管 
理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、 
目標及び取組を記入すること。 

5 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の 
種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業 
廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ 
と。 

6 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご 
とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び 
清掃に関する法律施行令第6条の14第2号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生 
利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1 
項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱 
回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入す 
ること。 

7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生 
量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第2条の4第5号イからハまでに掲げるものをいう。）を 
除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使 
用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関 
する法律施行規則第8条の31の4に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入 
すること。 

8 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の 
とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理 
産業廃棄物の種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入 
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ 
き事項がないときは、 「一」を記入すること。 

9 ※欄は記入しないこと。 



別紙① 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

④特別管理産業廃棄物の一連の処理の工程 

図1 塗装作業フローシート 

製品・部品 

溶 剤 

ツ 

7000 引火性廃油 

［トルエン・キシレン］ 

塗 料 

7000 引火性廃油 

［廃塗料］ 

次工程 

図2 めっき作業フローシート 

溶 剤 

I 
製品・部品 ―→ 脱脂 

ツ 

7000 引火性廃油 

［トルエン・キシレン］ 

一→ 

薬 品 

廃水処理工程へ 

次工程 



別紙② 

発生源 

塗装工程 

特別管理 
産業廃棄物 

［フローシート図11 

めっき工程 

［フローシート図2] 

7000 
引火性廃油

22. 36t／年 

処 理・処 分 

~ 特別管理廃棄物処理の流れ  委託処理部分の範囲 

>1 

7100 
強酸 

12.15tノ年 

~ - 7200 
H 強アルカリ 

 ト 

焼却施設 

22.36tノ年 

中和・凝集 

12.15tノ年 

 」中和凝集 

埋立処分（管理型） 

0.2 it／年 

 ト 
埋立処分（管理型） 

i2.15tノ年 

36.16t／年 36. 16tノ年 

めっき槽等 7426 
混練施設 

の清掃 
> 汚泥（有害） 

ト 

0t／年 Ut／年 

電気機器 
老朽化更新 

7411 
廃PCB等 

Otノ年 

分離・分解・洗浄 

Ut／年 

焼却 

Ut／年 

埋立処分（管理型） 

36.16t／年 

ト 原材料として再利用 

Utノ年 

H埋立処分（管理型）
Ut／年 

 

」原材料として再利用 

Ut／年 

図3 特別管理産業廃棄物処理フローシート（現状） 



別紙③-1 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

(1）責任者及び管理組織図 

統括責任者 所長 

環境管理責任者 生産管理部長 

廃国 乏物担当 施設環境課長 

役
 

割
 

環境管理責任者 ・廃棄物処理方針の策定 

・廃棄物管理規定の策定・改廃 

環境管理推進委員会 ・基本的事項を審議する（委員長；環境管理責任者） 

・廃棄物削減・リサイクルに関する取組み事項の策定と審議 

廃棄物削減分科会 ・廃棄物の適正処理及び削減に関する関係者への教育・啓発 

施設環境課長 ・廃棄物処理委託業者の選定、現地確認、委託処理契約の締結事務 

・各部門に対する教育・指導 

・監督官庁への各種報告 

・廃棄物管理状況の把握と改善策の検討 

廃棄物管理組織 

経営者 
「正；電子通信システム製作所所長~ 
し副；コミュニケーションネットワーク製作所所長 J 

環境管理推進委員会 環境内部監査責任者 

，叱m「，」~A一A一一~ r，一 →ザ 

凍現官坦l貞仕石一 環境内部監査機関 
環境管理推進事務局 ‘月二i辛4亨1』1喜R振iA 

、」一ノコニlコ ノエHIJJ ペノ 

環境管理専門部会 
環境管理実行委員会 
省エネ対策分科会 
廃棄物削減分科会 
有害物質管理分科会 
環境適合製品分科会 

電子通信システム、コミュニケ一ションネットワーク製作所 構内関連会社 

スタッフ部門 

総務担当部長 通菱テクニカ（株） 

営業担当部長 

資材担当部長 
三菱電機システムサービス（株） 

生産管理担当部長 三菱電機特機システム（株） 

品質保証担当部長 

他スタッフ部長 
三菱電機ロジステイクス（株） 

フ一？ 

開発設計担当部長 
三菱電機ソフトウエア（株） 

-1 門部ン

製造・品質管理担当部長 

プラント建設担当部長 



別紙③-2 

(2）管理体制の強化 

①管理体制（組織） 

環境管理推進委員会、環境管理実行委員会、及び廃棄物専門に対応する組織編成として、廃棄物削減分 

科会を設置し、所内の強化を図る。 

②管理方法 

廃棄物管理規定に基づいて廃棄物の適正処理を図っていく。 

(3）教育・研修 

発生する廃棄物の種類、発生状況、処理方法、処理に関する留意事項等について、従業員に教育・研修 

等を行う。 

(4）情報公開 

廃棄物処理に関する信頼性を確保するため、廃棄物の発生、分別、再生利用状況について情報の公開に 

努める。 

廃棄物処理状況等について、定期的に取りまとめて従業員に周知し、啓発を図る。 



別紙④-1 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

4 

特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

排出量 22. 36t 12. 15t 36. 16t 0. Ot 0. Ut 70. 67t 

0 
特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

排出量 22. Ot 12. Ot 35. St 0. Ut 0. it 69. 6t 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

〇現状 前年度（令和4年度）実績 

7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 特別管理産業廃棄物の種類 

自ら再生利用を行った特別 
管理産業廃棄物の量 

0. Ot 0. Ot 0. Ot 0. Ot 0. Ut 0. Ut 

〇計画 目 

特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

自ら再生利用を行う特別管 
理産業廃棄物の量 

U. Ut U. Ut 0. Ut 0. Ut U. Ut U. Ut 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

〇現状 前年度（令和4年度）実績 

特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アノレカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

自ら熱回収を行った特別管 
理産業廃棄物の量 U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 

自ら中間処理により減量し 
た特別管理産業廃棄物の量 0. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 

〇計画 目標 

特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 71UU 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

自ら熱回収を行う特別管理 
産業廃棄物の量 U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 0. Ut U. Ut 

自ら中間処理により減量す 
る特別管理産業廃棄物の量 U. Ut U. Ut 0. Ot U. Ut U. Ut U. Ut 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

〇現状 前年度（令和4年度）実績 

特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

自ら埋立処分を行った特別 
管理産業廃棄物の量 

U. Ot U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 

〇計画 目標 

特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

自ら埋立処分を行う特別管 
理産業廃棄物の量 U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 
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特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 
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特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

全処理委託量 22. 36t 12. 15t 36. 16t 0. Ot 0. Ut 70. 67t 

優良認定処理業者への 

処理委託量 
22. 36t 12. 15t 36. 16t 0. Ut U. Ut 70. 67t 

再生利用業者への 

処理委託量 
0. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 

認定熱回収業者への 

処理委託量 
U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 

認定熱回収業者以外の 

熱回収を行う業者への 

処理委託量 

U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 

0 目 

特別管理産業廃棄物の種類 7000 引火性廃油 7100 強酸 7200 強アルカリ 7426 汚泥（有害） 7411 廃PCB等 合計 

全処理委託量 22. Ut 12. Ut 35. 5t U. Ut U. it 69. 6t 

優良認定処理業者への 

処理委託量 
22. Ut 12. Ut 35. 5t U. Ut U. it 69. 6t 

再生利用業者への 

処理委託量 
U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 

認定熱回収業者への 

処理委託量 
U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 

認定熱回収業者以外の 

熱回収を行う業者への 

処理委託量 

U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut U. Ut 


